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○
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
十
三
号

児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
通
所
支
援
及
び
基
準
該
当
通
所
支
援
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平

成
二
十
四
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
二
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
通
所
支
援
及
び
基

準
該
当
通
所
支
援
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
地
域
（
平
成
二
十

七
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
八
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す

る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
二
日

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
通
所
支
援
及
び
基
準
該
当
通
所
支
援
に
要
す
る
費
用

児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
通
所
支
援
及
び
基
準
該
当
通
所
支
援
に
要
す
る
費
用

の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
別
表
障
害
児
通
所
給
付
費
等
単
位
数
表
第
４
の
１
の
居

の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
別
表
障
害
児
通
所
給
付
費
等
単
位
数
表
第
４
の
１
の
保

宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援
給
付
費
の
注
４
及
び
同
表
第
５
の
１
の
保
育
所
等
訪
問
支

育
所
等
訪
問
支
援
給
付
費
の
注
５
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
地
域
は
、

援
給
付
費
の
注
３
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
地
域
は
、
次
の
各
号
の
い

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
地
域
と
す
る
。

ず
れ
か
に
該
当
す
る
地
域
と
す
る
。

一
～
十

（
略
）

一
～
十

（
略
）


